
福知山市人材ファンド事業実施要綱 

 

 (目的) 

第１条 この要綱は、市民等が主体となって行う本市におけるまちづくり活動に対し、自

らのまちづくり活動に協力してほしい活動者（以下「活動者」という。）とまちづくり

活動に参加したい者（以下「協力者」という。）をマッチングし、人と人とのつながり

の創出や市民のまちづくり活動の促進及び参画を図ることを目的として実施する福知山

市人材ファンド事業（以下「本事業」という。）について、必要な事項を定めるものと

する。 

 

(定義) 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

（１）まちづくり活動 営利・非営利かを問わず、当該活動によって本市の魅力向上や地

域の活性化につながるもの又は地域住民の居住環境の改善や地域課題の解決につなが

る活動 

（２）活動者 本事業の目的を理解し、自身が行うまちづくり活動を本事業における協力

員とともに実施する者又は実施する意思のある者。 

（３）協力員 本事業の目的を理解し、本事業のまちづくり活動に参加する者 又は参加

する意思のある者。 

（４） 事務局 次条に記載する事業を実施するため、福知山市市民生活部まちづくり推進

課内に設置する事務局 

 

(事業の内容) 

第３条 本事業で事務局が実施する内容は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）活動者の募集、登録に関すること。 

（２）協力員の募集、登録に関すること。 

（３）活動者と協力員の活動のマッチングに関すること。 

（４）関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）広報に関すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。 

 

（対象者） 

第４条 本事業の対象となる協力員又は活動者は、次の各号に掲げる事項の全ての要件を

満たす者とする。 

（１）活動者 

 ア 本事業の目的及び趣旨を理解している者 

イ 本市内で活動している者又は本市外において本市のまちづくり活動に寄与する活
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動を行っている者。 

ウ 政治・宗教を目的とした活動を行わない者 

エ 公序良俗に反する活動を行わない者 

エ 暴力団などの反社会勢力又は反社会勢力と関わりのない者 

（２）協力員 

ア 本事業の目的及び趣旨を理解している者 

イ 政治・宗教を目的とした活動を行わない者 

ウ 暴力団などの反社会勢力又は反社会勢力と関わりのない者 

 

（活動者の活動登録手続き） 

第５条 本事業に活動登録をしようとする活動者（以下、「活動申請者」という。）は、

福知山市人材マッチングサービス「福マチ」活動申込書（別記様式第１号）及び福知山

市人材マッチングサービス「福マチ」活動登録申込書兼誓約書（別記様式第２号）を事

務局に提出しなければならない。 

２ 前項に係る申請は、当該活動日の６か月前から１か月前までの間に提出しなければな

らない。 

３ 本条第１項に係る申請が第４条第１号に規定する要件に適合すると認めた場合かつ、

本要綱におけるまちづくり活動であると認められた場合、事務局は登録を決定し、活動

申請者に通知するものとする。 

 

（登録の期間） 

第６条 前条第３項にて決定のあった活動申請者（以下「活動登録者」という。）の登録

有効期間は、登録日から当該活動が終了する日までとする。 

 

（協力員の活動参加手続き） 

第７条 第５条第３項により登録された活動に参加する協力員（以下、「申請者」とい

う。）は、事務局に対して氏名、連絡先、住所、その他必要な事項について申し出する

ものとする。 

２ 前項に係る申し出が第４条第１号に規定する要件に適合すると認めた場合、事務局は

参加を決定し、申請者に通知するものとする。 

３ 事務局は、前項にて決定のあった申請者（以下「参加者」という。）に対し、第５条

第３項により登録された活動に関する情報提供を行う。 

４ 事務局は、活動登録者に対して参加者の氏名、連絡先、その他必要事項について、参

加者の同意を得た範囲で提供するものとする。 

５ 本条第１項に係る活動参加手続きは、参加する活動ごとに行わなければならない。 

 

（申込事項の変更） 

第８条 活動登録者及び参加者は、その申込内容に変更があったときは、速やかに事務局



に申し出しなければならない。 

 

（登録又は参加の取消し） 

第９条 事務局は、活動登録者又は登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その

登録又は参加を取り消すことができる。 

（１）活動登録者又は登録者から取消しの申し出があったとき 

（２）申込の内容に虚偽があったとき 

（３）その他、事務局が取消しを適当と認めたとき 

 

（活動の実施及び参加） 

第10条 活動登録者は、当該活動が安全かつ円滑に実施できるよう参加者に対して配慮を

行うとともに、適切な指示を行わなければならない。 

 

（活動内容等の公表） 

第11条 協力員の募集を行うにあたり、活動登録者の名称、活動場所、日時、活動内容及

びその他必要な事項を福知山市の公式ホームページ上に公表することができる。 

 

（活動報告） 

第12条 活動登録者は、活動終了後速やかに福知山市人材ファンド事業活動報告書（別記様式

第３号）に市長が必要と認める書類を添付して事務局に提出しなければならない。 

 

（費用の負担） 

第13条 登録者が活動を行うに当たって発生する費用の負担については、登録者と参加者

との合意に基づいて決定する。 

 

（個人情報の取扱い） 

第14条 個人情報の取り扱いに関しては、次のとおりとする。 

（１）事務局は、本事業を通して知り得た個人情報については、適切に管理し、本事業の

運用以外の目的には使用しないものとする。 

（２）活動登録者及び参加者は、活動により知り得た情報を他人に漏らしてはならない。 

 

（保険） 

第15条 参加者が活動を行うに当たって保険の加入が必要な場合、活動登録者が費用を負

担し、加入するものとする。 

 

（事故等） 

第16条 本事業利用時に発生した事故及び損害については、事務局は責任を負わないもの

とする。 



 

（庶務） 

第17条 本事業に関する庶務は、事務局において処理する。 

 

（その他） 

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 



福知山市人材マッチングサービス「福マチ」 活動登録申込書 

 

氏名、団体名及び所属 氏名：              団体名及び所属： 

メールアドレス/お電話番号 @          /（お電話）            

活動タイトル    

最低催行人数           人                参加上限人数           人 

実施日時①    月   日    :   〜    :            申込締切：    月   日 

実施日時②※任意    月   日    :   〜    :            申込締切：    月   日 

実施日時③※任意    月   日    :   〜    :            申込締切：    月   日 

集合場所（住所） 

集合時間 

集合場所：〒                       施設名等： 

集合時間： 

募集したい内容  

プログラム募集の背景 

※なぜ協力員を募集するのか 

 

当日の流れ 

（時間、内容等） 

 

主催者からのメッセージ  

                             主催者氏名： 

持ち物  

参加者へのオカエシ  

参加条件  

備考  

本申込書をメールに添付、もしくは印刷して下記までご提出ください。 

メール：machi@city.fukuchiyama.lg.jp 

提出先：〒620-8501 福知山市字内記１３番地の１ 福知山市市民生活部まちづくり推進課（福マチ事務局） 

 

※掲載に使用する写真を 3枚～10枚ほどメールにて提出をお願いします。 

別記様式第１号 



福知山市人材マッチングサービス「福マチ」 活動登録申込書兼誓約書 

 

 下記の誓約事項に同意し、福知山市人材マッチングサービス「福マチ」における活動者として活動登録

の申込みをします。 

【誓約事項】 

1. 活動登録申込書及び提出書類の記載事項は真実に相違ありません。 

2. 暴力団若しくは暴力団員又は警察当局から排除要請のある者ではありません。 

3. 政治・宗教を目的とした活動ではありません。 

4. 市の審査において、登録から除外されても、何ら異議を申し立てません。 

5. 活動実施において、福知山市人材ファンド事業実施要綱、福知山市人材マッチングサービス「福マ

チ」利用規約及び市の指示に従います。 

6. 登録された活動について、適正な運営・管理体制を整えるとともに、適宜保険への加入等を行い、活動

参加者に対して安全と信頼の確保に努めます。 

7. 登録された活動や活動に参加した協力者及びお客様とのやり取りにおいて、事故やクレーム、トラブル

等の問題が生じたときは、当方（主催者）が一切の責任を負います。 

8. 個人情報の取扱いについては福知山市個人情報保護条例ほか関係法令を遵守いたします。 

9. 登録された活動内容に変更が生じた場合は、すみやかに届け出ます。 

10. 本誓約書に記入した事項に変更が生じた場合、代表者及び担当者等の変更があった場合は速やかに事務

局に連絡を行います。代表者及び担当者変更の際は、本誓約書の事項を次期代表者及び担当者に共有し

遵守し続けます。 

11. 活動当日の様子を撮影し、市の公式ホームページ、SNS 等で活用することに同意します。 

 

 

 

 

   年   月   日  

 

住所 
 

事業者名（団体名 ） 

 

代表者氏名（自署） 
 

 

 
 

本誓約書を印刷し自署を記入の上、書面を撮影してメールに画像添付、もしくは下記まで直接ご提出く

ださい。 

メール：machi@city.fukuchiyama.lg.jp 

提出先：〒620-8501 福知山市字内記１３番地の１ 

福知山市市民生活部まちづくり推進課（福マチ事務局）  

別記様式第２号 



福知山市人材ファンド事業活動報告書 

 

氏名、団体名及び所属 氏名：              団体名及び所属： 

メールアドレス/お電話番号 @          /（お電話）            

活動タイトル    

今回参加した協力員の人数                     人 

実施日時    月   日    :   〜    :       

当日の活動内容 

（活動の趣旨、内容、時間

等） 

 

活動の成果（当日のイベント

参加人数や活動を通して生

まれた連携等） 

 

備考  

本報告書をメールに添付、もしくは印刷して下記までご提出ください。 

メール：machi@city.fukuchiyama.lg.jp 

提出先：〒620-8501 福知山市字内記１３番地の１ 福知山市市民生活部まちづくり推進課（福マチ事務局） 

 

別記様式第 3号 


